
 

令和７年度介護保険住宅改修費受領委任払いに関する 

事業所説明会の開催について 

 

 本市では、平成２６年度より介護保険住宅改修費受領委任払い制度が開始したことに伴い、

制度を利用可能な事業所は、登録制としております。 

つきましては、更新ならびに新規登録を希望される事業所にむけて、下記の日程で説明会を 

開催いたしますので、ご参加いただきますようよろしくお願いいたします。 

説明会の参加をご希望される事業所におかれましては、別紙の参加申込票に必要事項を 

ご記入の上、期日までに宇治市健康長寿部介護保険課までメールにてご提出ください。 

 

【日時】  令和７年１１月２８日（金）１０：３０～１１：３０（受付開始１０：１５より） 

【会場】  宇治市役所 ８階大会議室 

【内容】  介護保険住宅改修費受領委任払いに関する事業所説明会 

【持ち物】 筆記用具、申請書（様式第 9 号、様式第 10 号）【説明会当日の提出推奨】 

◇登録要件を満たした場合の登録有効期限は、令和８年１月１日から令和８年１２月３１日

となります。 

◇登録申請書は介護保険課ホームページよりダウンロード可能です。 

登録要件 

 ①介護保険での住宅改修に関する専門資格保有者（福祉住環境コーディネーター、理学療法

士、作業療法士）が在籍している、もしくは登録申請を行う月の直近１年間に宇治市内

において、住宅改修工事の施工実績が２件以上あること。 

 ②本市が説明会を実施する場合は受講すること、あるいは本市が作成する住宅改修費受領委

任払い制度に関する説明資料等を確認すること。 

 ③当該改修に係る住宅改修費を受領する事業専用口座（個人名義の口座を除く）を有してい

ること。 

 ④国税及び地方税を滞納していないこと。 

 

別紙 参加申込票   

※締切 令和７年１１月２７日（木）AM 必着 

※会場の都合上、１事業所につき１名の参加とさせていただきます。 

 

問い合わせ先 宇治市健康長寿部介護保険課 TEL：0774-20－8781  

MAIL：kaigohokenka@city.uji.kyoto.jp 

（担当：山路・石川） 
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